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経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
展
す
る
と
と
も
に
、
少
子
高
齢
化
、
価
値
観
の
多
様
化
等
、
社
会
の
成
熟
化
が
進
む
我
が
国
に

お
い
て
、
持
続
的
な
経
済
成
長
及
び
豊
か
な
国
民
生
活
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
国
民
一
人
一
人
が
そ
の
意
欲
、
能
力
を
最
大

限
に
発
揮
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
と
り
わ
け
、
労
働
力
人
口
が
減
少
す
る
中
、
希
望
す
る
す
べ
て
の
人
が

就
業
可
能
と
な
る
よ
う
な
労
働
環
境
の
整
備
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。 

ま
た
、
雇
用
者
全
体
に
占
め
る
非
正
規
雇
用
者
の
割
合
が
三
割
を
超
え
る
な
ど
、
雇
用
形
態
の
多
様
化
が
急
速
に
進
ん
で
い

る
。
非
正
規
雇
用
者
に
つ
い
て
は
、
正
規
雇
用
者
と
の
間
に
賃
金
を
始
め
と
す
る
様
々
な
格
差
が
生
じ
て
お
り
、
そ
の
是
正
を

図
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
一
方
、
正
規
雇
用
者
に
つ
い
て
は
、
長
時
間
労
働
と
い
っ
た
問
題
を
抱
え
て
お
り
、
正
規
・

非
正
規
を
問
わ
ず
、
働
き
方
の
見
直
し
が
不
可
欠
な
状
況
に
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
現
状
を
変
え
て
い
く
た
め
に
は
、
労
働
条
件
を
改
善
し
な
が
ら
、
仕
事
と
生
活
の
調
和
を
図
り
、
豊
か
さ
が
感

じ
ら
れ
る
充
実
し
た
生
涯
を
送
れ
る
よ
う
、
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
を
推
進
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。 



 

 

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
は
、
個
人
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
及
び
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
応
じ
た

働
き
方
を
、
企
業
に
と
っ
て
は
、
生
産
性
の
向
上
や
人
材
の
確
保
等
を
可
能
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
個
人
、
企
業
の
双
方
に
と

っ
て
利
点
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
家
族
の
絆
を
深
め
る
と
と
も
に
、
少
子
高
齢
化
へ
の
対
応
、
生
涯
学
習
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
及
び
地
域
に
お
け
る
活
動
の
振
興
な
ど
社
会
全
体
と
し
て
の
観
点
か
ら
も
、
そ
の
推
進
が
求
め
ら
れ
る
。 

政
府
及
び
関
係
者
は
、
成
熟
社
会
に
お
け
る
我
が
国
の
在
り
方
と
し
て
、
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の
推
進
の
必
要
性

を
十
分
認
識
し
、
次
の
施
策
等
の
推
進
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。 

一
、
育
児
・
介
護
休
業
制
度
の
一
層
の
普
及
、
子
の
看
護
休
暇
制
度
の
拡
充
、
延
長
保
育
、
病
児
保
育
及
び
休
日
保
育
を
含
め

た
保
育
所
等
の
保
育
環
境
の
整
備
並
び
に
放
課
後
児
童
対
策
の
拡
充
等
、
両
立
支
援
関
連
施
策
の
充
実
を
図
る
こ
と
。
ま
た
、

育
児
等
の
た
め
に
離
職
し
た
者
に
対
す
る
職
業
訓
練
の
一
層
の
充
実
を
図
る
な
ど
、
そ
の
再
就
職
・
再
就
業
を
支
援
す
る
こ

と
。 

二
、
家
庭
生
活
に
関
す
る
負
担
が
女
性
に
偏
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
現
状
を
改
善
す
る
た
め
、
男
性
の
自
覚
と
協
力
を
促
す
よ

う
一
層
の
啓
発
を
行
う
こ
と
。 

三
、
正
規
雇
用
と
非
正
規
雇
用
と
の
格
差
の
是
正
に
努
め
る
ほ
か
、
企
業
は
、
正
規
雇
用
の
採
用
を
拡
充
す
る
と
と
も
に
、
非



 

 

正
規
雇
用
か
ら
正
規
雇
用
へ
の
登
用
を
積
極
的
に
行
う
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

四
、
い
つ
で
も
再
チ
ャ
レ
ン
ジ
が
可
能
と
な
る
よ
う
労
働
環
境
の
一
層
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
企
業
は
、
新
卒
一
括
採
用

方
式
を
見
直
し
、
既
卒
者
も
採
用
の
対
象
に
加
え
る
ほ
か
、
中
途
採
用
を
積
極
的
に
行
う
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

五
、
多
様
な
働
き
方
を
提
供
し
、
多
く
の
者
に
雇
用
の
機
会
を
与
え
る
た
め
、
短
時
間
正
社
員
、
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
、
在
宅

勤
務
等
の
制
度
の
導
入
を
促
進
し
、
キ
ャ
リ
ア
の
継
続
を
図
る
こ
と
。
ま
た
、
雇
用
と
年
金
等
社
会
保
障
制
度
と
の
関
連
に

十
分
配
慮
す
る
こ
と
。 

六
、
い
わ
ゆ
る
サ
ー
ビ
ス
残
業
の
抜
本
的
な
解
消
を
図
る
と
と
も
に
、
長
時
間
労
働
の
是
正
及
び
年
次
有
給
休
暇
の
取
得
率
の

向
上
に
努
め
る
こ
と
。 

七
、
政
府
は
、
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
を
総
合
的
に
推
進
す
る
た
め
の
体
制
の
整
備
及
び
計
画
の
策
定
に
向
け
て
最
大

限
努
力
し
、
企
業
は
、
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
を
図
り
や
す
い
企
業
文
化
、
職
場
環
境
を
醸
成
す
る
と
と
も
に
、
ワ

ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
に
関
す
る
施
策
の
実
施
状
況
を
公
表
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の

推
進
に
努
め
る
こ
と
。 

 

右
決
議
す
る
。 


